
 

 

生活保護に関する行政評価・監視－自立支援プログラムを中心として－の結果に基づく 
勧告に対する改善措置状況（２回目のフォローアップ）の概要（ポイント） 

 
 

 
１ 調査概要 

平成17年から導入された生活保護受給者の自立支援プログラムについて、被保護者の抱える多様な課題に対

応した幅広い自立支援プログラムの策定と実効性の確保が課題となっていたことから、自立支援プログラムを

中心に生活保護行政の実施状況等を調査し、下記のような事項を勧告 

この勧告に対し、１回目のフォローアップ以降、厚生労働省がどのような改善措置を講じたか、その結果を

公表するもの 
 

２ 主な勧告事項及び厚生労働省が講じた改善措置状況 

 (1)  被保護世帯の多様な課題に対応した自立支援プログラムの策定の促進 

 

被保護世帯の抱える多様な課題に対応し、か
つ、組織的な自立支援の推進に資する観点から、福
祉事務所による各自立分野にわたる多様な自立支
援プログラムの策定が促進されるよう必要な措置
を講ずること｡ 

  

プログラム策定に当たっての自立阻害要因等の類型化の
具体的方法、先進的な又は有効な取組事例を掲載した「生
活保護自立支援プログラム事例集」を作成し、平成21年４
月に全ての保護の実施機関に提供 
 

【参考】自立支援プログラムの策定状況 

区 分 平成19年12月末 21年12月末 

経済自立分野 1183 1,538 

日常生活自立分野 1,165 1,977 

社会生活自立分野 244 293 

合 計 2,592 3,808 
 

 

（2） 自立支援プログラムの実効性の確保  

 

福祉事務所における自立支援プログラムの実
効性の確保に資する観点から、自立支援プログラ
ム例について、支援内容、実施の手順等その内容
を充実させること。 

  

上記事例集に、先進的な又は有効な自立支援プログラム
の支援内容、実施手順、工夫した点やポイント等の具体例
を掲載 
 

【参考】自立支援プログラムへの参加者数の推移 

期   間 参加者数  (比率) 

平成19年４月～12月   76,695人 (100.0) 

20年４月～12月 107,554人 (140.2) 

21年４月～12月 148,171人 (193.2) 
 

 

(3) 就労支援ナビゲーターの明確な配置基準の策定と適正な配置 

 

被保護者の効果的な自立促進に資する観点か
ら、被保護者の支援に専念する非常勤職員の就労支
援ナビゲーターについて、これらの活動実態に基づ
く明確な配置基準を策定した上、適正な配置を行う
こと。 

 

  

平成 21 年度の配置数の決定に当たり､配置基準を作成し
たが､ナビゲーター一人当たりの年間支援対象者数にいま
だ大きな較差がみられたため､22年度に配置基準を見直し。
23 年度も、都道府県労働局ごとの較差を検証し、配置基準
の見直しを行い、ナビゲーターの適正な配置をより一層推
進 

 

就労支援ナビゲーターの配置については､今後、更に改善効果の検証が必要であり、引き続き注視 

平成 22 年 12 月 20 日 
総務省行 政評価局 

【１回目の回答日】：平成21年４月10 日 【勧告先】厚生労働省 
【勧告日】平成20年８月１日 

※ 勧告及び結果報告書は、総務省ホームページに掲載しています。 
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【２回目の回答日】：平成22年12月14 日 



 

生活保護に関する行政評価・監視－自立支援プログラムを中心として－の結果 
に基づく勧告に対する改善措置状況（２回目のフォローアップ）の概要 

 

〔調査の実施時期等〕 

１ 実 施 時 期  平成１８年１２月～２０年７月 

２ 調査対象機関  厚生労働省、都道府県、市区 

〔勧告日及び勧告先〕                 平成２０年８月１日 厚生労働省 

〔回答年月日〕                    平成２１年４月１０日 

〔その後の改善措置状況に係る回答年月日〕  平成２２年１２月１４日 

 

〔行政評価・監視の背景事情等〕 

○ 近年の厳しい経済・雇用情勢等を背景に、生活保護の被保護人員、保護率（人口千人当たりの被保護人員の割合）等は、平成７年

度以降、増加・上昇を続けており、18年度は、被保護人員が約 151万人（７年度：約 88万人）、被保護世帯数が約 108万世帯（７年

度：約 60万世帯）、保護率が 11.8‰（パーミル。７年度：7.0‰） 

 

○ 厚生労働省は、平成 15年８月に社会保障審議会福祉部会に生活保護制度の在り方に関する専門委員会を設置。同専門委員会では、

「利用しやすく自立しやすい制度へ」という制度見直しの基本的視点の下に検討を進め、16 年 12 月に報告書を取りまとめ。その中

で、自立支援について、これまでの経済的給付に加え、福祉事務所が組織的に被保護世帯の自立を支援する制度に転換するため、そ

の具体的手段として自立支援プログラムの導入を推進していくことを提言 

 

○ 厚生労働省は、平成 17 年３月、都道府県等に対し、自立支援プログラムの導入の趣旨、策定の流れ及び運用方針を内容とする自

立支援プログラムの基本方針を示しているが、被保護者の自立をより一層支援するためには、被保護者の抱える多様な課題に対応し

た幅広い自立支援プログラムの策定と実効性の確保が課題 

 

○ この行政評価・監視は、生活保護行政の効果的かつ効率的な実施の観点から、特に、自立支援プログラムを中心に生活保護行政の

実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施したもの 

 

○  なお､平成22年６月における被保護人員は約190万人、被保護世帯数は約138万世帯(いずれも速報値)となり、現在の厳しい雇用情

勢の下で、就労を希望するが結び付かない人、就労意欲を失い社会から孤立する人に対して、一般就労による経済的自立だけでなく、

日常生活自立や社会生活自立を支援して社会とのつながりを結び直す支援がますます重要となっている｡ 
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主な勧告事項 厚生労働省が講じた改善措置状況 

 

１ 被保護世帯の多様な課題に対応した自立支援プログラムの策定の促進 

厚生労働省は、福祉事務所における被保護世帯の抱える多様な課題に

対応し、かつ、組織的な自立支援の推進に資する観点から、次の措置を

講ずる必要がある。 

① 自立支援プログラム導入の趣旨・目的及びそのメリットに関する理

解を福祉事務所に徹底すること。 

② 福祉事務所が自立支援プログラムを策定するに当たって必要な自立

阻害要因等の類型化の具体的方法を明示すること。 

③ 福祉事務所のニーズを踏まえて、更に各自立分野にわたって多様な

自立支援プログラムの例を手引(案)などにおいて示すこと。 

（説明） 

【制度の概要】 

○ 自立支援プログラムの導入の趣旨 

厚生労働省は、①被保護世帯が抱える様々な問題に的確に対処するた

めの「多様な対応」、②保護の長期化を防ぎ被保護世帯の自立を容易にす

るための「早期の対応」、③効率的で一貫した組織的取組を推進するため

の「システム的な対応」が可能となるよう、平成17年３月、都道府県等

に対し、「自立支援プログラム」による自立支援に積極的に取り組むよう

通知(「平成17年度における自立支援プログラムの基本方針について」（平成17

年３月31日付け厚生労働省社会・援護局長通知。以下「17年度基本方針」とい

う。） 
 

○ 自立阻害要因の類型化 

福祉事務所は、管内の被保護者の状況や自立阻害要因を類型化した上

で、被保護者の類型ごとに取り組むべき自立支援の具体的内容と実施手

順等を自立支援プログラムに定めることが必要 
 

○ 幅広い自立支援プログラムの策定(策定分野(３分野)) 

厚生労働省は、都道府県等に対し、福祉事務所において、ⅰ）経済自

 

 

 

→① 平成20年10月及び11月に開催した「生活保護担当指導職員ブロ

ック会議」（全国を３ブロックに分けて開催。以下「ブロック会

議」という。）、21年１月21日に開催した「全国厚生労働関係部局

長会議」（以下「部局長会議」という。）及び同年３月２日に開催

した「全国社会・援護局関係主管課長会議」（以下「主管課長会

議」という。）において、都道府県、指定都市及び中核市（以下

「都道府県等」という。）に対し、自立支援プログラム導入の趣

旨・目的及びメリットについて改めて説明し、多様な問題を抱え

た被保護世帯の支援に資するよう更なる多様なプログラムの策

定の推進を要請 

 

⇒① 平成21年10月及び11月に開催した「生活保護担当指導職員ブロ

ック会議」（全国を３ブロックに分けて開催。以下「ブロック会議」

という。）、22年１月14日に開催した「全国厚生労働関係部局長会

議」（以下「部局長会議」という。）、同年３月２日及び３日に開催

した「全国社会・援護局関係主管課長会議」（以下「主管課長会議」

という。）において、都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道

府県等」という。）に対し、自立支援プログラム導入の趣旨・目的

及びメリットについて改めて説明し、多様な問題を抱えた被保護

世帯の支援に資するよう更なる多様なプログラムの策定の推進を

要請 

 

 

→：「回答」時に確認した改善措置状況 
⇒：「その後の改善措置状況に係る回答」時に確認した改善措置状況 
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主な勧告事項 厚生労働省が講じた改善措置状況 

立分野、ⅱ）日常生活自立分野、ⅲ）社会生活自立分野に関する自立支

援プログラムを幅広く用意し、被保護者の抱える多様な課題に対応でき

るようにするよう通知（17年度基本方針） 

○ 厚生労働省におけるプログラム例の提示 

厚生労働省は、平成17年３月、「自立支援プログラム導入のための手

引（案）」（平成17年３月31日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡。

Ｐ３参照）により、福祉事務所に対し、11のプログラム例を提示。 
 

【調査結果】 

○ 調査対象福祉事務所(74か所)における自立支援プログラムの策定状 

 況 

ⅰ)  プログラムが全く策定されていない福祉事務所あり(２福祉事務所) 

ⅱ)  プログラムの策定分野は限定的(１分野のみが 40 福祉事務所、２分

野のみが 25福祉事務所、３分野全てが策定されているものが７福祉事

務所) 

ⅲ) 管内の被保護者の状況等からみて策定することが望ましいプログラ

ムが策定されていない例あり(「高齢者世帯」、「母子世帯」及び「精

神障害者」の割合が高いが、これに対応したプログラムが未策定のも

のが 18 福祉事務所 19プログラム) 

【原因】 

① 福祉事務所においてプログラム導入の趣旨・目的及びそのメリットが

十分に理解されていないこと 

② 福祉事務所で自立阻害要因の類型化の方法が分からず、類型化を行っ

ていないこと 

③ 厚生労働省により「母子世帯」など近年増加している被保護世帯を対

象としたプログラム例が示されていないこと 

 

 

 

 

 

 

→②③ 福祉事務所が、管内の被保護者の自立阻害要因等を類型化

し、これを踏まえた多様な自立支援プログラムを策定できるよ

う、プログラム策定に当たっての自立阻害要因等の類型化の具

体的方法、先進的な又は有効な自立支援プログラム等を事例集

としてまとめ、平成 21 年４月に全ての保護の実施機関に情報

提供する予定 

 

⇒②③ 福祉事務所が、管内の被保護者の自立阻害要因等を類型化

し、これを踏まえた多様な自立支援プログラムを策定できるよ

う、プログラム策定に当たっての自立阻害要因等の類型化の具

体的方法、先進的な又は有効な取組事例を掲載した「生活保護

自立支援プログラム事例集」を作成し、平成 21年４月に全ての

保護の実施機関に提供 

   また、本事例集の積極的な活用について、平成 21 年 10 月及

び 11月に開催したブロック会議等で要請 

 

[参考] 福祉事務所における分野別の自立支援プログラムの策定状況 

           (単位:プログラム) 

区 分 平成 19 年 12 月末 20年 12月末 21年 12月末 

経 済 自 立 分 野 1,183 1,484 1,538 

日常生活自立分野 1,165 1,448 1,977 

社会生活自立分野 244 289 293 

合 計 2,592 3,221 3,808 

(注) 厚生労働省の資料に基づき、当省が作成 
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主な勧告事項 厚生労働省が講じた改善措置状況 

２ 自立支援プログラムの実効性の確保 

厚生労働省は、福祉事務所における自立支援プログラムの実効性の確

保に資する観点から、手引（案）に現在掲載されている自立支援プログ

ラム例及び今後掲載される自立支援プログラム例について、支援内容、

実施の手順等その内容を充実させる必要がある。 

（説明） 

【制度の概要】 

○ 厚生労働省は、平成17年３月、「自立支援プログラム導入のための手

引（案）」により、福祉事務所に対し、11のプログラム例を提示 

策定分野 プログラム例 

経済自立分野 

(４プログラム例) 

①就労支援事業活用プログラム 
②福祉事務所における就労支援プログラム 
③若年者就労支援プログラム 
④精神障害者就労支援プログラム 

社会生活自立分野

(１プログラム例) 

○社会参加活動プログラム 

日常生活自立分野

(６プログラム例) 

①日常生活意欲向上プログラム 
②高齢者健康維持・向上プログラム 
③生活習慣病患者健康管理プログラム 
④精神障害者退院促進支援事業活用プログラム 
⑤元ホームレス等居宅生活支援プログラム 
⑥多重債務者等対策プログラム 

 

【調査結果】 

○ 厚生労働省が示したプログラム例の内容が不十分 

厚生労働省が手引（案）で示した 11 プログラム例のうち７プログ

ラム例は、対象者及び支援例が示されているだけで、支援の具体的内

容、実施の手順等が示されていない。 
 

○ 支援内容、実施の手順等が明確にされていないプログラムあり 

72 福祉事務所 164 プログラムを調査した結果、７福祉事務所８プ

ログラムにおいて、支援内容、実施の手順等が明確にされておらず、

組織として効果的に継続した支援を行い得ないおそれがある。 

 

→ 先進的な又は有効な自立支援プログラムを事例集としてまとめ、

平成 21年４月に全ての保護の実施機関に情報提供する予定であり、

この事例集において、支援内容、実施手順等の具体例を掲載する予

定 

 

⇒ 先進的な又は有効な自立支援プログラムを事例集(前述の「生活

保護自立支援プログラム事例集」)としてまとめ、平成 21年４月に

全ての保護の実施機関に情報提供したところ。この事例集において

は、支援内容、実施手順、工夫した点やポイント等の具体例を掲載 

 

 

[参考] 自立支援プログラムへの参加者数の推移 

期    間 参加者数 (比率) 

平成 19年４月～12月   76,695人(100.0) 

20年４月～12月 107,554人(140.2) 

21年４月～12月 148,171人(193.2) 

(注) 厚生労働省の資料に基づき、当省が作成 
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主な勧告事項 厚生労働省が講じた改善措置状況 

３  就労支援事業活用プログラムの効果的な実施 

厚生労働省は、被保護者の効果的な自立促進に資する観点から、次の

措置を講ずる必要がある。 
① 福祉事務所において就労支援事業活用プログラムの活用が一層促進

されるようその具体的な効果事例を収集し、都道府県、市及び福祉事

務所を管理する町村に対して提供すること。 
② トライアル雇用事業の活用実績が低調となっている原因等を分析

し、積極的な活用方策を検討すること。 
③ ナビゲーターについて、これらの活動実態に基づく明確な配置基準

を策定した上、適正な配置を行うこと。 

(説明)  

【制度の概要】 

○ 就労支援事業活用プログラムの早急かつ優先的な実施 

厚生労働省は、平成17年度から被保護者の効果的な自立促進を図る

ため、安定所と福祉事務所の連携による就労支援事業を開始 

福祉事務所は、就労支援に関するノウハウがないため、安定所にお

ける専門的な就労支援のノウハウを活用する「就労支援事業活用プロ

グラム」の早急かつ優先的な実施が必要 
 
○ トライアル雇用事業の活用 

厚生労働省は、被保護者について、就業経験が十分でなく就職に不

安を持っている者が多いと見込まれること、また、トライアル雇用事

業(注)が常用雇用を求める被保護者の早期就職のために有効な手段と

期待されることから、安定所に対し、就労支援事業活用プログラムに

よる支援メニューの一つに同事業の活用を指示 
(注) 事業主が就職に不安を持つ被保護者を短期間試行的に雇用し、その適性

や業務遂行可能性を見極め当該被保護者と事業主が相互理解を促進するこ
と等を通じて、その後の常用雇用への移行を図ることを目的とする事業 

 
○ 安定所におけるナビゲーターの配置 

厚生労働省は、個々の被保護者の態様、ニーズ等に応じたきめ細やか

な支援（就労意欲の喚起や履歴書の作成指導、面接のシミュレーショ

 

→① 平成 21 年４月に全ての保護の実施機関に情報提供する予定で

ある先進的な又は有効な自立支援プログラムの事例集において、

生活保護受給者等就労支援事業を活用した福祉事務所の取組を

紹介する予定 

また、ブロック会議、部局長会議及び主管課長会議において、

改めて就労支援事業の内容と実績の周知を行い、併せて当該事業

の活用を要請 

 

⇒① 平成 21年４月に全ての保護の実施機関に事例集を情報提供し、

その中で生活保護受給者等就労支援事業を活用した福祉事務所

の取組や具体的事例を紹介 

 

[参考] 生活保護受給者等就労支援事業の実績    (単位：人、件)  

年度 支援対象者 支援開始者 就職件数 

平成 20年度 10,160  8,791 5,209 

21年度 14,055 12,134 6,932 

(注) 厚生労働省の資料に基づき、当省が作成 

 

→② 「「生活保護受給者等就労支援事業」におけるトライアル雇用

の活用促進について」（平成 20年９月 25日付け職就発第 0925001

号都道府県労働局職業安定部長あて厚生労働省職業安定局就労

支援室長通知）により、各職業安定所に対し、ⅰ）トライアル雇

用の活用状況を再点検し、活用実績が低調な場合は、その原因を

分析するとともに積極的な活用方策を検討する、ⅱ）トライアル

雇用の選定を積極的に検討するよう指示 

平成 21 年度の早い時期に、厚生労働本省において、活用実績

が低調な原因を分析するとともに職業安定所における活用方策

を取りまとめ、効果的な取組を全国の職業安定所にフィードバッ

クする予定 
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ンなど）を行うため、被保護者の支援に専念する非常勤職員のナビゲ

ーターなどを安定所に配置（平成18年度105人） 
 

【調査結果】 

〇  就労支援事業活用プログラムの実施が不十分な福祉事務所あり 

調査した74福祉事務所のうち就労支援事業活用プログラムの実施

状況等を調査した結果、就労支援事業活用プログラムを活用していな

いもの（５福祉事務所）や平成18年度において安定所に求職申込みを

行った被保護者がいないもの（11福祉事務所）がある。 
 

〇 トライアル雇用事業の活用実績が極めて低調であるが、厚生労働省

はその原因を未把握 

平成18年度において、全国の就労支援事業活用プログラムによる支

援を受けた被保護者9,129人のうち、トライアル雇用事業による支援

を受けた者は、わずか22人。このうち常用雇用に移行した者は５人 

 

〇 ナビゲーターについて、配置基準がないため、一人当たりの支援実

績に大きな差がみられ、適正な人員配置となっていない例あり 

・ 平成 18年度における全国 47 都道府県労働局ごとのナビゲーター

一人当たりの年間延べ支援対象者数は、最小２人ないし最大 107.8

人 

・ 年間延べ支援対象者数が 10 人未満となっているものが８都道府

県労働局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒② 各都道府県労働局からの報告を踏まえ、トライアル雇用の活用

実績が低調な原因を分析し、その結果を「「生活保護受給者等就

労支援事業」におけるトライアル雇用の活用促進について」（平

成 21 年７月 13 日付け職就発第 0713 第１号都道府県労働局職業

安定部長あて厚生労働省職業安定局就労支援室長通知）により、

各公共職業安定所に対し、分析結果に基づくトライアル雇用の今

後の活用方策として、対象者に見合ったトライアル雇用求人の開

拓を積極的に行うこと等を通知 

 

→③ 平成 20 年度中に、ナビゲーターの配置基準として、一人当た

りのⅰ）支援対象者数、ⅱ）相談件数及びⅲ）就職者数の基準値

を設け、21年度の配置に反映させる予定 

具体的には、平成 20 年度における各都道府県労働局管内のナ

ビゲーター一人当たりのⅰ）支援対象者数、ⅱ）相談件数及びⅲ）

就職者数の実績が、全て基準値以下の場合は減員、全て基準値を

超える場合は増員するなどナビゲーターの配置に反映させる予

定 

 

⇒③ 平成 21 年度については、20 年度における各都道府県労働局管

内のナビゲーターの活動実績を踏まえ、一人当たりのⅰ）支援対

象者数が 10人以下、ⅱ）相談件数が 50回以下、ⅲ）就職者数が

５人以下の全てに該当する場合は１人減員し、全てに該当しない

場合は１人増員するとした配置基準を策定するとともに、都道府

県労働局からの要望を踏まえナビゲーターを配置 

   しかし、平成 22 年度の配置の検討に当たり､21 年４月から 11

月までの支援対象者の実績を基に都道府県労働局ごとのナビゲ

ーター一人当たりの年間支援対象者数を試算したところ､最少が
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４ その他 

(1) 扶養義務調査の適切かつ効果的な実施 

厚生労働省は、福祉事務所が行う管外への扶養義務調査の適切かつ効

果的な実施を図る観点から、次の措置を講ずる必要がある。 
① 福祉事務所において、管外に居住する扶養義務者に対して実地に調

査を実施する場合には、事前の調査、連絡を徹底するよう、都道府県、

市及び福祉事務所を管理する町村を指導すること。 
② 管外への扶養義務調査について、その効果の分析・検証を十分に行

い、その結果に基づいて同調査の在り方を検討すること。 

（説明） 

【制度の概要】 

○ 扶養義務調査の実施 

福祉事務所は、被保護者の扶養義務者について、その職業、収入等

につき要保護者その他により聴取する等の方法により、金銭的な扶養

の可能性のほか、精神的な支援の可能性を調査 (「生活保護法による保

護の実施要領について」（昭和 38年４月１日付け厚生省社会局長通知）) 

・ 被保護者の扶養義務者が管内に居住する場合には、福祉事務所

が実地に調査 

・ 扶養義務者が管外に居住する場合には、まずその者に回答期限

7.5 人、最多が 135.3人といまだ大きな較差あり 

このため、平成 22 年度については、福祉事務所からの支援依

頼の増加が見込まれたこともあり、ナビゲーターの過去の活動実

績ではなく、当該年度の支援対象者の増加見込み数を基に、都道

府県労働局ごとに最低４人以上、最高でもハローワーク（本所）

数の２倍までの人員とし、その上で、支援対象者数が１割以上増

加する見込みがある場合は、更に１人追加配置するという配置基

準を策定し、これによりナビゲーターを配置 

なお、平成 23年度についても、22年 11月までの支援対象者数

を基に都道府県労働局ごとの較差を検証し、配置基準の見直しを

行い、ナビゲーターの適正な配置をより一層推進する予定 

 

→① 管外に居住する扶養義務者に対して実地に調査する場合には、

事前に当該扶養義務者の収入等について可能な限り把握し、調査

日時等について事前に調査先へ連絡するよう、ブロック会議及び

主管課長会議において、都道府県等に対し指導を徹底 

 
→② 管外への扶養義務調査の効果の分析・検証を行うため、平成 20

年 10 月８日付け事務連絡により、都道府県等に対し、事業実績

のある全ての福祉事務所について、管外への扶養義務調査事業実

績額並びに得られた経済的な援助及び精神的な援助の内容につ

いて報告を徴求 

今後、管外への扶養義務調査の効果の分析・検証を行い、その

結果に基づき、平成 21年度中に同調査の在り方を検討する予定 

 

⇒② 平成 20 年 10 月８日付け事務連絡により、平成 19 年度におけ

る管外への扶養義務調査（扶養義務調査対象人数 2,904人）の効

果等の報告を求めたところ、ⅰ）経済的な援助として扶養義務者
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を付して照会し、当該扶養義務者に相当の扶養能力があると認め

られる場合には、できれば実地に調査 
 

○ 扶養義務調査に対する国庫補助 

福祉事務所が行う管外への扶養義務調査に要する旅費等の経費につ

いては、国から都道府県等に対して補助金(補助率 10割)が交付。交付

実績(収入資産調査に要する経費を含む。)は平成 17年度７億 757万円、

18 年度７億 684万円 
 

【調査結果】 
○ 扶養義務調査の実施方法が不適切な例や扶養義務者からの金銭的な

援助が得られていないものが多数 

平成17年度における管外への扶養義務調査旅費について、補助金

の交付を受けている30福祉事務所のうち、旅費執行額に比べ、扶養

義務者から得られた援助額が下回っているものが25福祉事務所、そ

の旅費執行額の合計約706万円に対し、援助額の合計は約30万円。全

く援助が得られていないものも18福祉事務所 

○ 厚生労働省は事業の効果の分析・検証を行っていない。 

 

(2) 監査結果に基づく改善措置の確保 

厚生労働省は、都道府県・指定都市が福祉事務所に対して実施する

監査の改善措置の確保に資する観点から、都道府県・指定都市に対し、

監査結果の指示事項に対する是正改善の状況の確認を徹底するよう指

導等を行う必要がある。 

（説明） 

【制度の概要】 

○ 生活保護法施行事務に関する監査の実施主体 

①厚生労働省が都道府県及び市町村に対して行う監査、②都道府

県が市町村（政令指定都市を除く。）に対して行う監査、③都道府県

が自ら設置する福祉事務所に対して行う監査、④政令指定都市が自

ら設置する福祉事務所に対して行う監査の４種類 

から 2,868万 8,000円の援助が得られたこと、ⅱ）交流の再開・

強化（1,370 件）、緊急時の対応（985 件）及びその他（賃貸住

宅入居の際の連帯保証の承諾等）（540 件）の精神的な援助が得

られたことなどの効果が判明 

このため、生活保護制度への国民からの信頼を維持する観点か

らも、管外への扶養義務調査を引き続き実施する予定 

なお、調査の実施に当たっては、各自治体において効果の分析・

検証を十分行うとともに、相当の扶養能力（金銭的扶養のほか、

緊急時の対応などの精神的な支援も含む。）があると認められる

場合に限り実施する等、当該調査の効率性及び必要性を十分確認

した上で実施するよう徹底 

 

 

 

 

 

 

→ ブロック会議及び主管課長会議において、都道府県等に対し、次

の指導を実施 

① 国が行った監査の結果に対する是正改善の確認を徹底するこ

と 

② 都道府県・指定都市本庁による監査結果についても同様に是正

改善の確認を徹底すること 

 

⇒ 国が行った監査の結果に対する是正改善状況及び都道府県・指定

都市本庁による監査結果の是正改善状況については、平成 22年度の

監査において確認する予定 
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○ 指示事項に対する改善確保方策 

都道府県・指定都市が行う監査における指示事項に対する是正改

善の状況については、福祉事務所から期限を付してその結果を示す

資料の提出を求めること、また、必要に応じて監査吏員を派遣して

改善状況を確認することが必要(｢生活保護法施行事務監査の実施につい

て｣（平成 12年 10 月 25日付け厚生省社会・援護局長通知）) 
 

【調査結果】 

○ 監査の指示事項が改善されていないケースあり 

調査した 29 都道府県・指定都市（20 都道府県及び９指定都市）

が平成 17 年度に実施した監査の指示事項(延べ 3,026 事項)につい

て 18 年度における改善措置の確認状況を調査した結果、３都道府

県・指定都市において改善状況を十分に確認していないことから、

監査の指示事項が改善されていないケースが４福祉事務所におい

て 11 事例 

 

 (3) 生活保護業務実施方針の的確な策定 

厚生労働省は、福祉事務所の効率的かつ効果的な業務運営の確保に

資する観点から、都道府県、指定都市及び中核市に対し、当該福祉事

務所における現状及び課題の把握を踏まえた的確な実施方針の策定を

一層徹底するよう、必要な助言を行う必要がある。 

（説明） 

【制度の概要】 

○ 生活保護業務実施方針の策定 

福祉事務所は、毎年度、ⅰ）保護の動向及び雇用情勢など地域の状

況の分析、ⅱ）前年度に監査において指摘された事項についての要

因の分析、ⅲ）前年度に実施された業務の取組結果の評価・分析に

より把握した現状を踏まえ、取り組むべき事項、自立支援プログラ

ムの導入等を内容とする実施方針を策定することが必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ ブロック会議、部局長会議及び主管課長会議において、都道府県

等に対し、次の事項を助言 

① 福祉事務所が毎年度策定する生活保護業務実施方針について、

その策定方法を具体的に示している「保護の実施機関における生

活保護業務の実施方針の策定について」（平成 17 年３月 29 日付

け社援保発第 0329001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）

を福祉事務所に対し周知すること 

② 福祉事務所が的確な実施方針を策定できるよう、都道府県等の

本庁が管内の福祉事務所に対し必要な指導又は助言を行うこと 

③ 都道府県、又は指定都市が福祉事務所に対し行う監査において

も実施方針が同通知を踏まえた内容になっていることを確認す

ること 

⇒ 平成 21 年度の監査において、次のとおり、福祉事務所における
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(「保護の実施機関における生活保護業務の実施方針の策定について」（平

成 17 年３月 29 日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知）) 
 

【調査結果】 

○ 福祉事務所において生活保護業務実施方針が的確に策定されてい

ない例あり 
 

 ⅰ）実施方針が策定されていない(１福祉事務所)。 

ⅱ）現状把握結果及び現状を踏まえた取り組むべき事項等が盛り込

まれていない。 

①保護の動向及び雇用情勢など地域の状況の分析結果に基づき取

り組むべき事項(16 福祉事務所)、②前年度の監査において指摘さ

れた事項の要因の分析結果に基づき取り組むべき事項(11 福祉事

務所) 

ⅲ）自立支援プログラムの導入等に関する事項が盛り込まれていな

い(５福祉事務所)。 

  

 

 

 

 

(4) 生活保護担当職員の資質向上 

厚生労働省は、生活保護制度に対する信頼性の確保及びケースワーカ

ー等の資質向上に資する観点から、「生活保護担当職員の資質向上に

関する提言」で示されている研修に関するガイドラインを策定し、都

道府県・指定都市に示すことにより、ケースワーカー等が主体的に参

加できる研修プログラム等が実施されるよう研修の充実を図る必要が

ある。 

（説明） 

【制度の概要】 

的確な実施方針の策定について必要な助言を実施。また、22年度の

監査においても、引き続き同様な対応を実施 

① 都道府県・指定都市本庁に対する監査において、都道府県・指

定都市本庁が年度当初に管内福祉事務所に対して実施方針及び事

業計画の内容審査を行っているか否か確認し、行っていない場合

は行うよう監査結果通知において助言。また、行っている場合は

その審査状況を確認し、審査が不十分な場合には、十分審査の上、

必要な助言を行うよう監査結果通知において助言 

② 福祉事務所に対する監査において、実施方針及び事業計画の内

容を確認し、適切に作成されていない場合は、「保護の実施機関

における生活保護業務の実施方針の策定について」（平成 17年３

月 29日付け社援保発第 0329001号厚生労働省社会・援護局保護課

長通知）に基づき、前年度の監査指摘事項などを踏まえ、これを

改善するための具体的な手順や方法を盛り込んだ実施方針及び事

業計画を策定するよう監査結果通知において助言。あわせて、本

庁に対しても、実施方針及び事業計画の内容確認を適切に行うよ

う監査結果通知において助言 

 

 

→ 都道府県等の本庁が管内の福祉事務所のケースワーカー等を集

めて実施する対人援助技術等の研修に資するため、ケースワーカー

等が主体的に参加できる演習形式の研修手法を手引としてまとめ、

平成 21年４月に都道府県等に対し配布する予定 

  この手引については、「生活保護担当職員の資質向上に関する提

言」でガイドラインの内容として示されたⅰ）研修体系、ⅱ）研修

プログラム、ⅲ）研修の時期や頻度、ⅳ）研修を担う人材の養成な

どの事項を盛り込むこととしており、学識経験者や社会福祉士を交

えた研究を実施中 
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主な勧告事項 厚生労働省が講じた改善措置状況 

○ 生活保護担当職員の資質向上のための研修の充実方策 

生活保護制度の適切な運営の確保を図る観点から厚生労働省に置

かれた「生活保護担当職員の資質向上に関する検討委員会」が平成

15 年３月に「生活保護担当職員の資質向上に関する提言」を取りま

とめ 

同提言において、①経験年数が短いケースワーカー等の割合が増

加していることから、必要な知識や対人援助技術等が不足し、生活

保護担当職員の資質向上が必要であること、②都道府県等がケース

ワーカー等に対して行う研修については、実践研修プログラム等が

必要であり、このため、厚生労働省が専門家を活用してガイドライ

ンを作成することが望ましいことを指摘 
 
 

【調査結果】 

○ 経験年数や専門知識の乏しいケースワーカー等が増加している

中、主体的に参加できる研修の実施が不十分 

都道府県・指定都市において、ケースワーカー等が主体的に参加

できる研修が実施されていない例あり 
 

 

○ 厚生労働省において、「生活保護担当職員の資質向上に関する提

言」で求められている実践研修プログラム等を作成するために必要

なガイドラインが未策定 

 

また、平成 20 年３月に各福祉事務所に配布した「自立支援の手

引き」及び研修用視覚教材を積極的に活用するよう、ブロック会議

及び部局長会議において都道府県等に対し要請 

 

⇒ 都道府県・指定都市が管内福祉事務所に対して研修を行う、又は、

福祉事務所独自で研修を行うに当たり、外部講師を招かなくとも、

ケースワーカーが主体的に参加できる演習形式の研修を行うことが

できるよう、企画方法やポイント等をまとめた「自立支援に関する

研修の手引き」を作成し、平成 21年４月に都道府県等に対して配布 

また、平成 21年６月 17日～19日に開催した「生活保護担当ケー

スワーカー全国研修会」、ブロック会議及び 21 年 10 月 13 日に行

った市町村職員を対象とした「市町村セミナー」においても説明・

周知 

 

 


